
1/7 

○美郷町罹災証明等交付要綱 

令和６年６月21日告示第94号 

美郷町罹災証明等交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町長が、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第90条の２第１項の規定に基

づき本町の区域内で発生した災害によって生じた被害に係る証明書を交付することに関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 災害 災害対策基本法第２条第１項第１号に規定する災害をいう。 

(２) 住家 社会通念上の住家であることを問わず、現に人が居住のために使用している建築物を

いう。 

(３) 非住家 住家以外の建築物をいう。 

（証明書の種類） 

第３条 証明書の種類は次のとおりとする。 

(１) 罹災証明書 住家及び非住家（以下「住家等」という。）について、現地調査等により被害

の確認ができた場合に別表に定める被害の程度を証明する書面 

(２) 被災届出証明書 次に掲げる物件等の被害について、その旨の届出があったことを証明する

書面 

ア 住家等に附帯する工作物 

イ 自動車、家財道具等の動産 

ウ その他町長が適当と認めたもの 

２ 証明書において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額については

証明しないものとする。 

（証明書の交付申請） 

第４条 町内で発生した災害の被災者であって、罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明

交付申請書（様式第１号）により町長に申請しなければならない。 

２ 町内で発生した災害の被災者であって、被災届出証明書の交付を受けようとする者は、被災届出

証明交付申請書（様式第２号）により町長に申請しなければならない。 

３ 町長は申請に関する調査又は確認を行うため、罹災した住家等及び物件等に係る所有権を証する

書類及び被害の程度の確認等に必要な写真等の資料について申請者に提出を求めることができる。 

４ 申請者は、申請にあっては個人番号カード、運転免許証その他の本人であることを示す書類を提

示しなければならない。 

（証明書の申請期間） 

第５条 証明書の申請に係る期間は、罹災した日から３月以内とする。ただし、甚大な被害が生じ申

請期間の延長が必要であると認めた場合及び町長が必要と認めた場合は当該期間を延長できるもの

とする。 

（証明書の交付） 

第６条 町長は、前条の規定により住家等に係る申請があった場合は、当該住家等の調査を行い、災

害による被害が認められた場合は、罹災証明書（様式第３号）を交付する。 

２ 町長は、前条の規定により第３条第１項第２号に規定する物件等に係る申請があった場合は、被

災届出証明書（様式第２号）を交付する。 

（再調査） 

第７条 前条第１項の規定により、罹災証明書の交付を受けたもので当該証明書に記載された被害の

程度等に不服があるものは、町長に対し被害認定再調査請求書（様式第４号）により再調査を請求

することができる。 

２ 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る被害状況について再調査を実施

すべき事情の有無を審査しなければならない。 

（手数料） 

第８条 証明書の交付に係る手数料は、美郷町手数料条例（平成16年条例第63号）第６条第１項別表
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２第26号の規定により免除するものとする。 

（代理人） 

第９条 第４条に規定する申請及び第７条に規定する請求を罹災者の代理人が行う場合は、町長に委

任状（様式第５号）を提出しなければならない。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

被害の程度 

全壊 

大規模半壊 

中規模半壊 

半壊 

準半壊 

一部損壊 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条、第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 

 


